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1 調査事業の背景と全体像 

1-1 調査事業の背景と目的 

経済産業省 商務・サービスグループ キャッシュレス推進室では、データがシームレスに

連携されるデジタル社会を実現することを目指し、社会全体のキャッシュレス化を推進し

ている。 

個人消費に関するキャッシュレス化の観点では、2025 年 6 月までにキャッシュレス決済

比率を 40％程度まで伸ばすことを目標としているところ、2022 年にキャッシュレス決済比

率が 36.0％となり、キャッシュレス決済は社会に着実に広がっているものと評価できる。 

他方で、事業者間取引のキャッシュレス化の観点に於いて、請求・決済行為のデジタル化

は中小企業や小規模事業者の経営課題解決に向けた取り組みとして重要なテーマではある

ものの、十分に進展していない状況である。 

上記の課題を解消し、請求・決済行為のデジタル化の推進をサポートする代表的な手法と

して、法人カードの利用が考えられる。 

昨年度、経済産業省が行った関連する調査1においては、バイヤー・サプライヤーとも相

手がおらず利用機会に課題があることや、カードの魅力が伝達されていない実態を明らか

にした。また、与信限度額が低く抑えられ導入障壁になっている可能性や手数料を課題視す

る加盟店の状況を明らかにした。これら課題のうち、法人カードの魅力を知らしめることが

解決に繋がるものについては、ＰＲ案を作成していくことの必要性に言及されている。 

そこで本調査事業では中小企業や小規模事業者がバイヤーの立ち位置で法人カードを使

用するケースを想定したうえで、今後、法人カードの周知・ＰＲを行うために用いるコンテ

ンツを作成し、中小企業や小規模事業者と接点のある団体・機関等へのプレゼンを通じて、

今後の周知・ＰＲを効率的に実施していくための基礎情報を得ることを目的とする。 

法人カードの普及を見据えるとサプライヤーの加盟店化も重要な論点であるが、本調査

事業における検討論点ではないことにご留意頂きたい。 

 

1 経済産業省（株式会社矢野経済研究所受託）「令和 4 年度商取引・サービス環境の適正

化等に係る事業（民間主導による企業の会計業務におけるクレジットカード決済データ流

通の促進に係る調査事業）」 

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2022FY/000294.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2022FY/000294.pdf
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2022FY/000294.pdf
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1-2 主な用語の定義 

本調査事業に於いて用いる用語は以下の通り定義した。 

用語 定義 

コンテンツ ◼ 本調査事業に於いては法人カード導入メリットに関する事例

を盛り込んだ、周知・ＰＲに用いるためのパンフレットをコ

ンテンツと定義した 

サービス提供事業者 ◼ 本調査事業に於いては発行形式（自社がイシュアとして会員

に法人カードを発行する場合や、他社との提携によって会員

に法人カードを提供する場合等）を問わず、法人カードを企

業に提供している事業者をサービス提供事業者と定義した 

訴求要素 ◼ 本調査事業に於いては法人カードの導入メリットだけではな

く、以下に大別される法人カードの周知・ＰＲを行ううえで

考慮すべき観点であると定義した 

➢ プロダクト 

➢ ターゲット 

➢ タイミング 

➢ チャネル 

➢ 訴求ポイント（導入メリット） 

団体・機関 ◼ 本調査事業の仕様書で定義された通り、中小企業や小規模事

業者に法人カードを訴求していくために必要となる要素の洗

い出しの為にコンテンツを用いてプレゼンを行う、中小企業

や小規模事業者と接点のある団体・機関を指す 

導入事業者 ◼ 本調査事業に於いては法人カードを導入し、使用している企

業を導入事業者と定義した 

法人カード ◼ 企業が申し込みを行い、企業の財務情報を基に与信判断を行

うカードを狭義に法人カードと定義する場合もあるが、本調

査事業に於いてはサービス提供事業者が法人向けのカードと

うたっている以下のようなプロダクトをすべて法人カードと

定義した 

➢ ビジネスカード 

➢ パーチェシングカード 

➢ その他（ビジネスプリペイドカード、ビジネスデビット

カード） 
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1-3 調査事業の期待効果（ゴール） 

本調査事業の期待効果およびそれぞれの期待効果を得たことを示すゴールを以下の通り

設定した。 

◼ 今後の法人カードの周知・ＰＲを効率的に実施していく為に加味すべき訴求要素を

洗いだすこと 

◼ 今後の法人カードの周知・ＰＲを効率的に実施していく為に、行政機関による後押

しが無くても法人カード利用が進む領域と、行政機関等によって推進が必要な領域

を明らかにすること 

◼ 訴求要素の取り纏めだけに留まらず、今後の法人カードの周知・ＰＲを効率的に実

施するための目指すべき姿を明確にすること 

 

1-4 調査事業のアプローチ 

本調査では、前項の期待効果・ゴールを念頭に、以下のステップで調査を実施した。 

◼ 法人カードの導入事例に関わるデスクトップ調査および法人カードを提供する事

業者との意見交換を通じた行政機関の役割検討 

◼ 実際に法人カードを導入している事業者（導入事業者）へのインタビューによる事

例収集、コンテンツの作成 

◼ 中小企業・小規模事業者と接点のある団体・機関に対するコンテンツのプレゼン

およびフィードバックを踏まえた訴求要素の磨き込み 

 

以下の図表は、上記の調査アプローチの具体的な項目の関係性を図示したものである。 

 

図表 1 アプローチ 
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1-5 調査結果のまとめ 

「1-3 調査事業の期待効果（ゴール）」に記載のゴールに対して、調査を踏まえて、以下

のように取り纏めを行った。 

◼ 今後の法人カードの周知・ＰＲを効率的に実施していく為に加味すべき要素 

➢ 調査を通じて計 19 個の訴求要素を見出した。又、その訴求要素を踏まえながら周

知・ＰＲに活用するコンテンツを作成した 

✓ 上記の訴求要素に基づき作成したコンテンツに関しては別紙を参照のこと 

➢ 中小企業や小規模事業者と接点のある団体・機関に対するコンテンツのプレゼン

およびフィードバックを踏まえた訴求要素の磨き込みを通して、上記の要素を計

25 個まで拡大した 

✓ ターゲットとして業種や経営者の年齢、タイミングとして事業承継、チャネル

として対面にて日々接点のある者からの紹介の必要性を確認した 

 

図表 2 今後の法人カードの周知・ＰＲを効率的に実施していく為に加味すべき要素 

 

 

◼ 行政機関に求められる役割 

➢ 小規模事業者に比べて意思決定が複雑で導入が進みづらいと目される中小企業に

対して、業務効率化等のメリットを訴求することはポイント等の経済的なメリッ

トの訴求と比較した際に相対的に難易度が高いとサービス提供事業者が認識して

いることを確認した。このような民間企業の目線では効率が決して良くないとい

える領域に関して、行政機関としてサポートする意義がある 

➢ 業務フローの構築前段階にある等、創業前後の企業（経営者）はカード導入が進
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みやすいとの意見を確認した。行政機関は創業前後の企業（経営者）には各種の

創業支援等で接点が豊富でありサポートしやすい立ち位置にいることから、この

立ち位置を最大限活用することが求められる 

➢ デジタル社会の実現に向けて民間のマーケティング活動や、行政機関等のサポー

トを効率的かつ確実に行うために、適切な目標値を設定し、その関連指標を調査・

開示することにも民間企業からのニーズがあることを確認できた 

 

◼ 周知・ＰＲを効率的に実施するための目指すべき姿 

➢ 今後、法人カード導入推進に向けて目指す姿を以下の通り整理した 

✓ 幅広い訴求要素に加えて、その深さも追求したコンテンツを拡充するだけでな

くなく、誰から訴求されるかという論点も検討する価値があるとの意見があっ

た。日々接点がある、地元で同様の事業を営んでいる等、納得感のある仲介者

の存在も重要になる 

✓ 多様なコンテンツや、仲介者の存在を加味し、簡易に適切なコンテンツを引き

出せる仕組みを構築する意義がある 

✓ 対応範囲が多岐に渡る中、優先度付けのためには適切な目標設計や指標の計測

を実施する必要がある 

✓ 周知・ＰＲ（コンテンツの拡充含む）や、目標の見直し、指標の計測の中長期

的な運用を目論み、民間企業や業界団体を巻き込む必要がある 
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図表 3 法人カード導入推進に向けて目指す姿 
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2 コンテンツの作成を通じた訴求要素の取り纏め 

2-1 本章の位置づけ 

 調査事業の全体像の内、本章ではデスクトップ調査やサービス提供事業者ヒアリング、事

例収集に向けた導入事業者へのインタビューを通じてコンテンツを作成する中で明らかに

なった事がらに焦点を当てて記す。 

以下の図表は、調査事業の全体像と本章の関係性を図示したものである。 

 

図表 4 調査事業の全体像の内、第二章の位置付け 

 

 

2-2 結果サマリ 

2-2-1 コンテンツ作成を通じて洗い出した訴求要素 

コンテンツの作成に向けた各調査を通じて、プロダクトやターゲット等の要素区分に

計 19 個の訴求要素を明らかにした。 

◼ プロダクト 

➢ 各調査（デスクトップ調査・サービス提供事業者ヒアリング・導入事業者インタビ

ュー）を通じて、ビジネスカードと比較した際にパーチェシングカードやその他の

カードは認知度が異なる為に周知・ＰＲの方法を変えていく必要があることを確

認した 
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◼ ターゲット 

➢ 各調査（デスクトップ調査・サービス提供事業者ヒアリング・導入事業者インタビ

ュー）を通じて、中小企業と小規模事業者や個人事業主では主に経費精算等の業務

を専門に担っている部署や人材の存在や導入にあたっての意思決定プロセスの異

なりから周知・ＰＲの方法を変えていく必要があることを確認した 

◼ タイミング 

➢ サービス提供事業者との意見交換や導入事業者インタビューを通じて業務フロー

の構築前段階にある創業前後の企業（経営者）とそれ以外ではカード導入の難易度

が異なることを確認した 

◼ チャネル 

➢ サービス提供事業者との意見交換を通じて主に Web チャネルと対面での営業によ

って周知・ＰＲの方法を変えていく必要があることを確認した 

◼ 訴求ポイント 

➢ デスクトップ調査、サービス提供事業者との意見交換を通じて法人カードの導入

メリット（訴求ポイント）は 8 つに大別されることを確認した。実際の導入事業者

インタビューに於いて過不足を検証したが、本調査事業に協力頂いた導入事業者

の視点からもこの類型に関しては過不足が無いことを確認した 

 

図表 5 コンテンツ作成を通じて洗い出した訴求要素 
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2-2-2 行政機関に求められる役割 

サービス提供事業者からは、Web チャネルに親和性が高く、ポイント等の経済的な訴求

ポイントに共感する比較的小規模な事業者向けに推進を行うことが多い旨を確認した。 

以下の図表（青色部）は、コンテンツ作成を通じて洗い出した訴求要素のうち、民間で自

走可能と見込まれる領域を示している。 

 

図表 6 民間主体で自走可能と見込まれる領域 

 

 

デジタル社会の実現に向けて社会全体のキャッシュレス化の進展を企図する中で、民間

に委ねることにより、上記以外の領域においてカード導入が遅れる可能性が懸念される。 

上記背景を踏まえると、意思決定のプロセスが複雑、ポイント等にメリットを感じづらい

等の理由により推進の難易度が高い中小企業に対して、対面で業務効率化等のメリットを

訴求していく役割を担うプレイヤーが求められる。 

また、一部のサービス提供事業者からは、創業初期にある企業はサブスクリプションサー

ビスの契約契機や、業務フローの構築途上の段階にある等の理由で導入が進みやすいとの

意見があった。 

行政機関や行政機関と繋がりの強い団体・機関では、起業相談や経営相談、助成金・補助

金の提供等、創業前や直後の企業（経営者）と広く接点を有している。民間の取り組みを更

に後押しするうえでは、創業前後の企業（経営者）に対してカード導入のメリットを十分に

訴求する役割を担う意義は大きいと考える。 

また、B2C の領域に比して、取組目標や関連指標の提示が不足しており、業界内での自

社の立ち位置や、今後の戦略を検討するインプットが乏しいとの意見も一部のサービス提

供事業者からはあがった。 
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 そのような背景から、マーケットの全体感およびその方向性を示すため、目標値や指標の

制定・運用を行う役割が必要であると考える。 

 

2-3  導入事例から見た法人カードの導入メリット 

2-3-1 実施概要 

サービス提供事業者が公開している法人カード導入事例を参照し、中小企業や小規模事

業者が感じている法人カード導入メリットを確認することで訴求要素を洗い出すべく、以

下のステップで調査を実施した。 

◼ 導入事例の確認対象とするサービス提供事業者の選定 

➢ 国際ブランドや大手イシュア、地方に顧客基盤を有する銀行系カード会社、法人カ

ードサービスを提供する SaaS 事業者等、合計 25 社を調査対象とした 

◼ 導入事例の抽出 

➢ 選定したサービス提供事業者のうち、Web サイト上で公表されている計 99 事例

を確認した 

◼ 事例の収集 

➢ 各事例で言及されている導入メリットを抽出し、特に中小企業や小規模事業者に

て多く言及のあった導入メリットを確認した 

 

2-3-2 調査結果 

 事例内ではビジネスカードやパーチェシングカード、ビジネスデビットカードに関して、

計 8 個の導入メリットに言及された。 
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図表 7 事例にて言及のあった導入メリット 

 

2-4 サービス提供事業者との意見交換 

2-4-1 実施目的・概要 

(１) 目的 

本調査では、各サービス提供事業者の法人カードのマーケティング活動に関わる取り組

みについてヒアリングを通じて確認するとともに、社会全体のキャッシュレス化を効率的

に推進するために民間主導で導入が進む領域を見極めたうえで行政機関に特に求められる

役割を明らかにすることを目的とした。 

 

(２) 意見交換先のサービス提供事業者 

カード事業を主とする伝統的なイシュアに限らず、法人カードを提供する SaaS 事業者

等、合計 9 社のサービス提供事業者と意見交換を実施した。 
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図表 8 意見交換先のサービス提供事業者 

 

 

※上記と後続の「サービス提供事業者からの意見」における各社の符号（A-I 社）の順序と

は関係が無いものである
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(３) テーマ 

各サービス提供事業者と法人カードのマーケティング活動に関わる取り組みや、行政機

関に対する期待施策に関して意見交換を実施した。 

 

図表 9 テーマ 

 

 

2-4-2 意見交換結果（プロダクト/ターゲット/チャネル/訴求ポイント） 

(１) 意見交換結果サマリ 

プロダクトをテーマとした意見交換を通じて、法人カードの種類によってユーザーの認

知度に差異が存在すると認識していることを確認した。 
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図表 10 意見交換結果（プロダクト） 

 

 

パーチェシングカードや、プリペイドカードはビジネスカードには無い提供価値が存在

し、推進する意義がある。しかしながら、取り扱うサービス提供事業者が限られることもあ

り、商品自体の認知度に課題がある。まずは、その認知拡大に取り組む役割が必要であると

認識した。 

パーチェシングカードやプリペイドカードと比較して認知が進んでいるビジネスカード

について行政機関として特に周知・ＰＲすべき領域を明らかにすべく、各サービス提供事業

者のマーケティング活動をヒアリングのうえ、民間企業のみでは今後導入が遅れる懸念の

ある領域を確認した。 
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図表 11 意見交換結果（ビジネスカードのターゲット/チャネル/訴求ポイント） 

 

 

(２) サービス提供事業者からの意見 

「(１) 意見交換結果サマリ」の裏付けとなる事業者別の意見について、以下にまとめた。 

項目 総括 

プロダクト ＜要旨＞ 

⚫ ビジネスカード 

➢ 大半のイシュアがサービスとして保有しており、

サービス自体の認知度に対する課題への言及は

特段なし。一部イシュアでは、直接費用でも利用

可能等、利用用途に対する認知度の促進を行って

いる 

⚫ パーチェシングカード 

➢ 一部のイシュアがサービスとして保有しており、

ビジネスカードと比較して認知度が低いことが

課題と感じている 

➢ また、パーチェシングカードは顧客単位で取引の

管理が可能等の特長があり、パーチェシングカー

ドだからこそ満たせるニーズも存在する 

⚫ プリペイドカード 

➢ 一部のイシュアがサービスとして保有しており、
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ビジネスカードと比較して認知度が低いことが

課題と感じている 

➢ また、与信審査が不要、即日発行が可能等の特長

があり、小規模事業者を中心にニーズは高い 

 

＜サービス提供事業者別の意見＞ 

➢ 中小企業や小規模事業者向けの主な決済サービ

スとして、ビジネスカードに加えて、一部中小企

業ではパーチェシングカードのご利用もいただ

いている。パーチェシングカードは、ビジネスカ

ードと比較して圧倒的に認知が低いため、認知度

の拡大に向けた取り組みも積極的に行っている

（H 社） 

➢ 様々な法人向け決済サービスを取り扱っており、

その中の 1 つとしてプリペイドカードを有してい

る。所感としては、プリペイドカード自体の認知

はまだまだ低いと考えている。一方で、プリペイ

ドカードであれば、与信枠が不十分でカード導入

に至らない法人に対しても導入可能であり、プリ

ペイドカード固有の商品性に対するニーズも高

いと感じている（I 社） 

➢ 中小企業や小規模事業者向けの主な決済サービ

スとして、ビジネスカードに加えて、一部中小企

業ではパーチェシングカードのご利用もいただ

いている。パーチェシングカードの認知は、ビジ

ネスカードと比較して低い印象である（A 社） 

➢ 中小企業や小規模事業者向けの主な決済サービ

スとして、ビジネスカードを取り扱っている。ビ

ジネスカードが交際費や交通費に加えて、仕入れ

等にも利用可能なことが認知されていないケー

スがあり、利用用途の認知拡大に向けた取り組み

も積極的に行っている（D 社） 

➢ 中小企業や小規模事業者向けの主な決済サービ

スとして、ビジネスカードを取り扱っている。そ

の他、決済加盟店を特定の業種（ガソリンスタン

ド等）に絞った専用カードやパーチェシングカー
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ドも扱っているが、まだまだ認知や導入メリット

への理解が低いと感じている（B 社） 

ターゲット 規模 ＜総括＞ 

⚫ 大半の事業者で、より小規模な事業者へのカード導

入が進んでいる 

 

＜サービス提供事業者別の意見＞ 

➢ 他事業で獲得した顧客にクロスセルにて法人カ

ードを販促しており、規模に関わらず、中小企業

から個人事業主まで幅広くターゲットとしてい

る。カード利用者は、小規模事業者が主である（C

社） 

➢ 規模に関わらず、中小企業から個人事業主まで幅

広くターゲットとしている（H 社） 

➢ 他事業で獲得した顧客にクロスセルにて法人カ

ードを販促しているため、規模によるターゲティ

ングは実施していない（I 社） 

➢ 規模に関わらず、中小企業から個人事業主まで幅

広くターゲットとしている（A 社） 

➢ 規模に関わらず、中小企業から個人事業主まで幅

広くターゲットとしている。カード利用者は、会

計システムや経理システムを導入する前段階の

比較的小規模の事業者が多い（D 社） 

➢ 規模に関わらず、中小企業から個人事業主まで幅

広くターゲットとしている。カード利用者は、小

規模事業者が多い（E 社） 

地域 ＜要旨＞ 

⚫ 一部の事業者で、地方に比べて都市部への導入が進

んでいると感じている 

 

＜サービス提供事業者別の意見＞ 

➢ 都心・地方のいずれにも、アプローチしている。

地方においては、導入に課題があると感じてい

る。地方企業の取りまとめ組織等を通じて販促し

ているが、現行業務等への課題意識や関心が低

く、導入が進まないとの声がある（D 社） 
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➢ 特定の地域を中心にアプローチしている。都心に

比べて、キャッシュレスに対する意識が低いと感

じており、商談にすら繋がらないケースが多い（B

社） 

➢ 都心・地方のいずれにもアプローチをしており、

地域別のターゲティングは実施していない。所感

として、地方は都心に比べて情報量が限られてお

り、現行業務への課題意識や、その対応策に対す

る感度が低いと感じている（F 社） 

タイミング ＜要旨＞ 

⚫ サブスクリプションサービスの契約に伴う導入ニー

ズが高いことや、業務フロー構築段階で導入障壁が

低いことから創業直後の企業へのアプローチを重視

している 

 

＜サービス提供事業者別の意見＞ 

➢ 創業間もない企業は、業務プロセス構築途上にあ

り、カード導入障壁が低いことから積極的にアプ

ローチをしている（H 社） 

➢ 創業間もない企業は、若手経営者が多く、カード

導入を積極的に検討する傾向にあることから、積

極的にアプローチしている（A 社） 

➢ 創業間もない企業は、サブスクリプションサービ

スの契約を契機にカード導入を積極的に検討す

る傾向にあることから、積極的にアプローチして

いる（D 社） 

チャネル ＜要旨＞ 

⚫ パートナー営業（会計事務所、銀行等）や、直接営業

は行われているものの、大半の事業者において、Web

チャネルを主な獲得チャネルとしている 

 

＜サービス提供事業者別の意見＞ 

➢ 他事業の対面営業が主要な獲得チャネルである。

また、直近は、パートナー契約を締結している銀

行による代理営業での獲得も増加傾向にある（C

社） 
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➢ インターネット広告や DM 等、Web チャネルが

主要な獲得チャネルである。また、パートナー契

約を締結している銀行による代理営業での獲得

も行っている（H 社） 

➢ インターネット広告等、Web チャネルが主要な獲

得チャネルである（I 社） 

➢ インターネット広告や DM 等、Web チャネルが

主要な獲得チャネルである。また、顧客からの紹

介による獲得もある（A 社） 

➢ インターネット広告や DM 等、Web チャネルが

主要な獲得チャネルである。また、提携カード発

行先の営業や、パートナー先の会計事務所・税理

士事務所、銀行による代理営業での獲得もある（D

社） 

➢ 対面営業や、パートナー先の銀行による営業での

獲得が主要な獲得チャネルである。また、経理業

務に関わるサービスを扱う事業者による代理営

業での獲得もある（B 社） 

➢ インターネット広告等、Web チャネルが主要な獲

得チャネルである（E 社） 

➢ 既存顧客とのクロスセル（他サービスとの同時申

し込む含む）等やインターネット広告等、Web チ

ャネルが主要な獲得チャネルである。また、パー

トナー先の会計事務所・税理士事務所による代理

営業での獲得もある（F 社） 

➢ パートナー先の銀行からの紹介が主な獲得チャ

ネルである（G 社） 

訴求ポイント ＜要旨＞ 

⚫ 対面営業を主な獲得チャネルとしている事業者 

➢ 業務効率化や利得性（ポイント還元、年会費むの

安さ等）を幅広く訴求している 

⚫ Web を主な獲得チャネルとしている事業者 

➢ いずれの事業者も効率化や利得性（ポイント還元

や付帯サービス）等、広く訴求しているが、大半

の事業者で、分かりやすい直接的なメリットとし

て利得性を重視している 
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＜サービス提供事業者別の意見＞ 

➢ 業務効率化（全般）や資金繰り改善を訴求してい

る。また、小規模事業者にご利用いただくことが

多いため、ポイント還元のあるカードの場合は、

分かりやすいメリットとして利得性（年会費の安

さやポイント還元等）を打ち出している（C 社） 

➢ 業務効率化（振込業務の削減や立替払いの解消

等）や利得性（ポイント還元）を訴求している。

また、ポイント還元においては入会限定プランを

打ちだす等、積極的に訴求している。顧客には業

務効率化効果・利得性のそれぞれで同程度に好評

である（H 社） 

➢ 業務効率化やガバナンス強化（利用額の制約等に

より従業員の不要な利用を制限可能等）を訴求し

ている。また、ビジネスカードにはないプリペイ

ドカードならではの特長として、与信審査が不要

なことがある。プリペイドカード固有の特長に対

しる顧客ニーズも高いと感じている（I 社） 

➢ 業務効率化（資金繰りの改善や会計システム・経

理システムとのデータ連携）を訴求している。ポ

イント還元のあるカードの場合は、分かり易やす

いメリットとして利得性（ポイント還元）を打ち

出している（A 社） 

➢ 業務効率化（経営者の私費・事業費の支払い手段

の分離、会計・経理システムとのデータ連携）や

利得性（ETC カードの無料発行、保険付帯サービ

ス等）を主な効果として訴求している。利得性は、

顧客からも好評であり、訴求要素として特に重視

している（D 社） 

➢ 業務効率化（経営者の私費・事業費の支払い手段

の分離、公共料金・サブスクリプションサービス

等の月次支払い業務の削減等）や利得性（ポイン

ト還元）を訴求要素として重視している（B 社） 

➢ 業務効率化（経営者の私費・事業費の支払い手段

の分離、会計・経理システムとのデータ連携）や
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利得性（ポイント還元）を主な効果として訴求し

ている。顧客が小規模になるほど、利得性に対し

て強く反応を示す傾向にあり、訴求要素として重

視している（E 社） 

 

 

 

2-4-3 意見交換結果（行政機関に期待する施策） 

(１) 意見交換結果（サマリ） 

行政機関に対する期待施策として、サービス提供事業者から受けた意見を以下にまとめ

た。本調査事業ではコンテンツを用いた周知・ＰＲによるアプローチを前提としているもの

の、サービス提供事業者の取り組みの後押しとなる法規制等の抜本的な見直しや、キャッシ

ュレス全体の取り組みにおける目標設定・関連指標の策定を要望する意見等も受けたため、

以下に取り纏めた。 

 

図表 12 意見交換結果（行政機関に期待する施策） 
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(２) サービス提供事業者別からの意見 

「(１) 意見交換結果サマリ」の裏付けとなる事業者別の意見について、以下にまとめた。 

項目 サービス提供事業者別の意見 

周知・ＰＲ ＜要旨＞ 

⚫ ビジネスカードの利用用途に対する認知度の向上に

取り組んでいただきたい 

⚫ パーチェシングカード自体の認知度の向上（ビジネ

スカードとの差異含む）に取り組んでいただきたい 

⚫ プリペイドカード自体の認知度の向上（ビジネスカ

ードとの差異含む）に取り組んでいただきたい 

 

＜サービス提供事業者別の意見＞ 

➢ ビジネスカードが交際費や交通費に加えて、仕入

れ等にも利用可能なことが認知されていないケ

ースがある。利用用途における認知拡大によりキ

ャッシュレス推進に寄与する余地はあると考え

ている（D 社） 

➢ 特に各カード会社等がアプローチしない層（経済

合理性が低い層）において、キャッシュレス推進

に向けた啓蒙を期待する。また、パーチェシング

カードは、それ自体の認知度が低いことは課題と

感じている。パーチェシングカード自体の認知や

ビジネスカードとの差異における認知の拡大に

より、キャッシュレス推進に寄与する余地はある

と考えている（H 社） 

➢ プリペイドカードは、それ自体の認知度が低いこ

とは課題と感じている。プリペイドカード自体の

認知やビジネスカードとの差異における認知の

拡大により、キャッシュレス推進に寄与する余地

はあると考えている（I 社） 

手形の一部代替手段とし

ての訴求 

＜要旨＞ 

⚫ 2026 年に廃止予定の紙の手形の代替手段として法

人カードを積極的にＰＲいただきたい 

 

＜サービス提供事業者別の意見＞ 

➢ 2026 年の紙の手形廃止に向けた代替手段として
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電子手形が全面にアピールされている。業界や業

種によっては法人カードも代替策となり得るた

め、法人カードも代替手段としてアピールいただ

きたい（A 社） 

法規制等の抜本的な見直

し 

＜要旨＞ 

⚫ 法人カード導入や支払いにおいて、経済的なメリッ

トが出る施策（税制優遇等）を検討いただきたい 

⚫ インボイス制度においてカード明細が適格請求書に

該当しないため、3 万円以上の取引においては、請求

書が必要となった。インボイス制度下でもカード支

払いによるメリットを十分享受できるような仕組み

を検討いただきたい 

⚫ 地方公共団体への法人カード導入促進による、行政

機関主導でのキャッシュレス取引への意識醸成をい

ただきたい 

⚫ 地方自治体毎に入札方法が異なるため、営業コスト

が高い。また、地方自治法等で公務員のクレジット

カード支払いに対する制約があり、導入後も決済額

が十分に獲得できない 

 

＜サービス提供事業者別の意見＞ 

➢ カード利用により、税制優遇等、分かりやすい経

済的なメリットにつながるような制度設計を期

待している（C 社） 

➢ 地方自治体へのアプローチにあたり、地域毎に入

札プロセスが異なるため、営業コストがかかる。

また、地方自治法等により自治体へのカード導入

後も十分なカード利用が見込めないことは課題

だと考えている（H 社） 

➢ キャッシュレスでの支払いに対する税制優遇等、

分かりやすいメリットを打ち出すことが必要だ

と考える。また、インボイス制度が施行されたた

め、カード明細が適格請求書と認められず、結局、

（3 万円以上の取引においては）請求書が必要と

なる。カード利用におけるインボイス制度上の適

格請求書の位置づけを見直す等の検討も求めた
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い（D 社） 

➢ 地方ではキャッシュレスへの意識がまだまだ低

いと感じている。地方公共団体がバイヤーとなる

取引で積極的にカードを利用する等で、民間のキ

ャッシュレス意識向上に寄与すると考えている

（B 社） 

➢ 税制優遇等、法人カード利用における分かりやす

いメリットの打ち出しが重要だと考える（E 社） 

目標・関連指標の策定 ＜要旨＞ 

⚫ 法人カードの実態への理解および取り組み目標を可

視化するための指標の設定・各指標の実績を提示い

ただきたい 

 

＜サービス提供事業者別の意見＞ 

➢ B2C の領域に比して、取組目標や関連指標の提示

が不足していると考えている。業界内での自社の

立ち位置や、今後の戦略を検討するうえで関連指

標を積極的に開示いただきたい（G 社） 
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2-5  導入事業者インタビューを踏まえたコンテンツの作成 

2-5-1 実施目的・概要 

(１) 目的 

本調査では、サービス提供事業者や団体・機関を通じて周知・ＰＲしていくために参考と

なる事例集に掲載する情報を収集すべく、既に法人カードを導入している事業者にインタ

ビューを実施した。 

また、デスクトップ調査やサービス提供事業者との意見交換を通じて確認した訴求要素

について、過不足を確認した。 

 

(２) インタビュー先の導入事業者 

 ビジネスカードやパーチェシングカード、デビットカード等を導入中または導入経験の

ある合計 11 の中小企業・小規模事業者に対してインタビューを実施した。 

 

図表 13 インタビュー先の導入事業者 

 

 

(３) インタビュー項目 

導入事業者に対して、カード導入のきっかけや、導入により得られたメリット、課題等を

インタビューした。 
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図表 14 インタビュー項目 
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2-5-2 インタビュー結果 

(１) 導入効果 

インタビューを通じて、デスクトップ調査やサービス提供事業者との意見交換にて確認

した計 8 個の訴求ポイントに過不足がないことを確認した。 

 

図表 15 インタビューで言及のあった導入効果 

 

 

 

(２) 新たに発生した課題/未解消の課題 

カード導入による効果が確認できた一方で、法人カード導入により新たに発生する課

題や、期待通りの効果が得られなかったケース、また導入範囲を拡大するうえでの課題も

挙がった為、以下に取り纏める。 
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図表 16 課題一覧 

 

 

 

(３) 対応の方向性 

前述の課題において、対応が困難だと考えられる課題も存在するが、各導入事業者へのイ

ンタビューを踏まえると以下のように大別できると考える。 

◼ 一部のサービス提供事業者にて既に改善・対応している課題であり、対応要否や対

応を各社に委ねる課題 

◼ 行政機関としても取り組む余地がある課題 

  

 対応が期待される各課題において、以下に対応の方向性を示している。 
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図表 17 対応の方向性 
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3 コンテンツの訴求要素の磨き込み 

3-1 本章の位置付け 

調査事業の全体像の内、本章では前章までのプロセスを経て作成したコンテンツを機関・

団体にプレゼンし、そのフィードバックを得ることで明らかになった事がらに焦点を当て

て記す。 

以下の図表は、調査事業の全体像と本章の関係性を図示したものである。 

 

図表 18 調査事業の全体像の内、第三章の位置付け 

 

 

 

3-2 結果サマリ 

3-2-1 追加、深堀すべき訴求要素 

前章までのプロセスを経て作成したコンテンツを機関・団体にプレゼンした結果、総じて

本取組やコンテンツ内容に関しては好意的なフィードバックを得た。他方で、日々中小企業

や小規模事業者と接点のある団体・機関の視点からは以下の通り、追加すべき訴求要素とそ

の理由に関して言及があった。 

◼ ターゲット（業種・経営者の年齢） 

➢ カード支払いが求められることが多いクラウドサービス等を契約する IT 系の事業
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者とそれ以外ではカード導入ニーズに差異がある 

➢ 通帳に直接支払い内容を補記する等のアナログな管理を好む中高年とそれ以外の

経営者ではカード導入の難易度に差異がある 

◼ タイミング（創業からの期間） 

➢ 業務フローの構築前段階にある等の要因から、創業前後の企業（経営者）とそれ以

外ではカード導入の難易度に差異がある。また、それ以外でも事業承継のタイミン

グで業務フローの再構築等に伴い、導入余地がある可能性が高い 

◼ チャネル（紹介（信頼できる仲介者）） 

➢ 誰から訴求されるかも重要なポイントとして検討すべきである。日々接点がある、

地元で同様の事業を営んでいる等、納得感のある仲介者の有無でカード導入の難

易度に差が出る可能性が高い 

 

前章までの調査を通して、計 19 個の今後の法人カードの周知・ＰＲを効率的に実施して

いく為に加味すべき訴求要素を定義したうえでコンテンツを作成していたが、団体・機関に

対するコンテンツのプレゼンおよびフィードバックを踏まえ、上記の訴求要素を計 25 個ま

で拡大した。 

これまで挙がった訴求要素に加えて、プレゼンを通じて追加した訴求要素を以下（水色部）

に取り纏めた。 

 

図表 19 プレゼン結果を踏まえて見直した訴求要素 
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3-2-2 周知・ＰＲを効率的に実施するための目指すべき姿 

今後、法人カード導入推進に向けて目指す姿を以下の通り整理した。 

◼ 広い訴求要素を加味し、かつその深さ追求したコンテンツを拡充するだけでなく、誰

から訴求されるかという論点も検討する価値があるとの意見があった。日々接点があ

る、地元で同様の事業を営んでいる等、納得感のある仲介者の存在も重要になる 

◼ 多様なコンテンツや、仲介者の存在を加味し、簡易に適切なコンテンツを引き出せる

仕組み（例：ポータルサイト等）を構築する意義がある 

◼ 対応範囲が多岐に渡る中、優先度付けのためには適切な目標設計や指標の計測を実施

する必要がある 

◼ 周知・ＰＲ（コンテンツの拡充含む）や、目標の見直し、指標の計測の中長期的な運

用を見据え、民間企業や業界団体を巻き込むことが重要である 

 

以下の図表は、上記の目指す姿を図示したものである。 

 

図表 20 法人カード導入推進に向けて目指す姿 
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3-2-3 目指すべき姿の実現に当たっての今後の検討 

法人カード導入推進の目標設定に関しては現状経済産業省が掲げている 2025 年までに

法人カードによる決済金額（取扱高）が 2021 年対比で 5 割増しになること2が出立点にな

ることを確認したが、各サービス提供事業者が法人カードの定義を異なる認識をしている

中で決済額そのものが正確に捕捉出来るかの検証が必要なだけでなく、事業者目線での必

要な情報が取得し得るのかの観点からも課題があるものと思料する。 

目指す姿の実現に向けては下記の図の通り周知・ＰＲだけでなくその周知・ＰＲを効率

的に行う為の意思決定をサポートする目標設定の二つの観点から進めることが期待され

る。 

図表 21 目指す姿の実現に向けたアプローチ 

 

 

  

 

2 規制改革推進会議「規制改革実施計画のフォローアップ結果について（令和 5 年 6 月 1

日）」 

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/230601/230601general_ref01_01.pdf


 

35 

3-3  団体・機関プレゼンによる訴求要素の検証 

3-3-1 実施目的・概要 

(１) 目的 

中小企業や小規模事業者と日々接点のある団体・機関に対して作成したコンテンツのプ

レゼンを行うことで、今後、周知・ＰＲを効率的に行ううえで効果的だと考えられる訴求要

素を磨き込むことを目的とした。 

 

(２) 実施概要 

行政機関の役割を踏まえて、創業前後にある企業（経営者）や、都市部だけでなく地方の

中小企業や小規模事業者と接点のある計 6 団体に対してプレゼンを実施し、以下の観点で

フィードバックを受けた。 

 

図表 22 フィードバックの観点 

 

 

3-3-2 検証結果 

団体・機関からは、本取組やコンテンツ内容に関しては概ね好意的な内容であった。他方

で、下記の通り追加もしくは深堀すべき訴求要素に関しては多くのフィードバックがあっ

た。 

追加すべき訴求要素に関する、主なフィードバックは以下である。 

訴求要素 要旨/主なフィードバック内容  

ターゲット 業種 ⚫ 業種により導入のし易さに差異が存在 

➢ IT 企業は、カード決済が求められるクラウドサー

ビスやサブスクリプションサービスの需要が高

いため、事業者が既に導入しているケースが多い 

経営者の 

年齢 

⚫ 経営者の年齢により導入のし易さや、刺さりやすい

訴求ポイントに差異が存在 

➢ 若手経営者は、カード導入への抵抗が比較的少な
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く、適切にアプローチすることで前向きに検討す

る傾向がある 

➢ 若手経営者は、自身でクレジットカードを利用し

ている方も多く、法人カード自体への理解もあり

導入自体には前向きと想定している。また、会計

士、税理士等に頼らず、自身で会計業務を行うこ

とも多い。法人カードを会計システム等と連携す

ることでより効率化に繋がることまでは把握で

きていない可能性はある 

➢ 中高年経営者は、通帳を用いて会計業務を行う傾

向（通帳上に支払い内容等を補記）にある。カー

ド明細そのものや、それを活用した会計業務の処

理イメージなど、具体的な処理方法がイメージつ

かないのではないか 

➢ 中高年経営者の中には、横文字に強く抵抗をもつ

ものや、コンテンツの分量が多いと抵抗を示す者

も一定存在する 

タイミング ⚫ 創業年数や事業承継等により導入のし易さや、刺さ

りやすい訴求ポイントに差異が存在 

➢ 創業から 2-3 か月経過した事業者は、実務を行う

ことで業務負荷や振込手数料のコスト負担を実

感しており、比較的前向きに導入を検討する傾向

にある 

➢ 創業からしばらく時期が経過して業務が属人化

している場合は、効率化により自身の業務が削減

されることを懸念する経理実務者からの抵抗等

により、カード導入に踏み切れない企業が存在す

る。事業承継によって新たな経営者が就くとデジ

タル化等の新たな試みに積極的に取り組む場合

もある 

チャネル ⚫ 日々接点のある第三者から訴求することで導入に至

る可能性 

➢ ターゲットの属性に関わらず、利害関係が無い

（恒常的に接点がある）第三者から推奨すること

で検討の土台に立つ事業者が存在すると想定す

る。例えば、補助金・助成金の受付担当や、団体・
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機関が管理するコワーキングスペースの管理者

等が考えられる 

➢ 日々接点があり、地元で同様の事業を営んでいる

人からの紹介が効果的と考えられる 

➢ サービス提供事業者からの営業に対しては抵抗

を示す企業は一定存在する。地域の銀行や信金の

担当者等、普段、接点が多く、信頼のある担当か

ら訴求する必要がある 

 

深堀すべき訴求要素に関する主なフィードバックは以下である。 

観点 要旨/主なフィードバック内容 

具体化すべき訴求要素 ⚫ メリットは知っていても効果をイメージできずに行

動（=導入）に至らない事業者には、より具体的に業

務効率化のイメージを訴求する必要があると考える 

➢ 中高年経営者は、通帳を用いて会計業務を行う傾

向（通帳上に支払い内容等を補記）にあり、カー

ド導入後の会計処理のイメージが就かないので

はないか 

⚫ メリットは知っていても導入上の課題があり行動

（=導入）に至れない事業者には、その対応策を提示

する必要があると考える 

➢ 法人カード導入によって規程等の変更が必要に

なるが、人的リソース不足でそこまでの対応が困

難ではないか 

⚫ 事業者のリソースが限られる中で対応する施策を取

捨選択する必要があり、キャッシュレス推進により

効率化に繋がることを十分に提示する必要があると

考える 

➢ 業務効率化に取り組む事業者が多いが、特に製造

業等であれば、効果の大きさから生産管理や販売

管理に関わる効率化を重視する傾向にある 

➢ 法人カードを導入し、会計システム等と連携する

ことでより大きな効率化に繋がることまでは把

握していない事業者が多数存在すると考えられ

る 

ネガティブな事項への対 ⚫ メリットは知っていても導入後の懸念があり行動
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処 （=導入）に至らない事業者には、不正利用に対する

懸念が強いと考える 

➢ 既に中小企業や小規模事業者に対して法人カー

ドの導入を進める機会があるが、従業員の不正利

用を懸念して導入を拒絶する経営者も一定存在

する。不正利用に対するマニュアルを作成するこ

とや、上限額設定等の機能を具備していることに

も言及すべきである 

 

3-4 今後の検討方針 

3-4-1 周知・ＰＲを効率的に実施するための目指すべき姿 

本調査事業を通して、今後の法人カードの周知・ＰＲを効率的に実施していく為に加味す

べき訴求要素および行政機関に求められる役割を明らかにしてきた。 

中小企業や小規模事業者に対して多様なコンテンツを用いて周知・ＰＲを行うことをア

プローチの前提とすると、仲介者が中小企業や小規模事業者の属性や課題に合わせて適切

なコンテンツを抽出・提示していくことが期待される。紙面のコンテンツのみで本運用を実

現することは困難と想定し、ナビゲーションや検索性を伴い、仲介者によって適切な出し分

けが可能な仕組みを構築することが重要である。 

 また、コンテンツの拡充や、仲介者の選定等、今後対応すべき事項は多分にある。前章で

言及した通り、サービス提供事業者から要望を受けているが行政機関としてのアプローチ

を効率化するうえでも目標や関連指標の設計や計測も期待される。  

 さらには上記運用を中長期的に運営するうえでは、民間企業や業界団体の巻き込みも重

要になるであろう。 
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図表 23 法人カード導入推進に向けて目指す姿 

 

 

3-4-2 今後のアプローチ 

(１) 周知・ＰＲに関わる今後のアプローチ 

前項で言及した決済金額（取扱高）を指標とした 2025 年度の目標等、周知・ＰＲと並行

して目標や関連指標の制定・見直しが進む可能性がある中で、目指す姿の実現に向けた周

知・ＰＲのアプローチを以下に示す。 

 

図表 24 周知・ＰＲの今後のアプローチ 
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(２) 目標・関連指標の制定・見直しに関わる今後のアプローチ 

2025 年度までの目標が示される中で、以下のような主要論点があるものと考える。 

◼ サービス提供事業者が法人カードの定義に関して異なる認識をしている中で決済額

そのものが正確に捕捉出来るか 

◼ 運用にあたり、民間企業等から必要な情報が取得し得るのか 

◼ キャッシュレス推進の目的を社会のデジタル化とする中で、目標値は決済額のみで

十分か 

 

上記の主要論点を踏まえて、取り得るアプローチを以下に示した。 

 

図表 25 目標・関連指標の制定・見直しに関わる今後のアプローチ 

 

(３) その他の主要論点 

（1）、（2）の取り組みを行ううえで、以下の様な役割が求められる。 

◼ 2025 年度以降の目標値の設定 

◼ 実現性のある指標の設定、継続的な計測 

◼ 今回の調査を踏まえたコンテンツの拡充 

◼ 関係者間の利害調整 

 

上記役割の推進役が必要となるが中長期的な運用を見越すと今後は民間企業や、業界団

体等との巻き込みが重要であり、それぞれの役割分担は今後検討する必要がある。
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別紙：コンテンツ 

 

（カードの種類/カード利用によって得られる効果） 
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（目次） 

（以下、事例集一式） 
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